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※広報紙に掲載する写真については、撮影時のみマスクを外しております。 集合写真提供：フォートスタジオさわふじ 様

人生の節目 晴れやかに 未来へ羽ばたく 第一歩
令和４年１月９日に西原町成人式を開催しました

私たちはこの西原の地で育ち、家族をはじめとする本当に多くの方々に多大なる愛情を受け、支えら
れながら共に歩んで参りました。それが現在では、各々が自分の進路を選択し、夢や目標を掲げ頑張っ
ている姿に、とても誇りを感じています。しかし、ここ2年程、新型コロナウイルスが猛威を振るう世
の中で、皆活動の制限を余儀なくされ、悔しくて歯痒い思いをした方が少なからずいるかと思います。
そうした中で、私は今を「蓄えの時期」だと思うようにしています。これを機に、自分に足りていないと
思うところを勉強するなど、出来ることは沢山あります。成人を迎えた私たちは、これから大人として
の自覚と自分の行動に責任を持たなければなりません。同時に、未知なるパワーを秘めた私たちですの
で、どんな困難も乗り越えられ、きっと様々な形で花を開花させることでしょう。
最後になりましたが、どうかこれからも温かい目でご指導、ご鞭撻を頂けますようお願い申し上げます。

私たちの中には、大学や専門学校で日々勉強し自己実現のために努力している人や、就職し仕事に
毎日奮闘している人、結婚し幸せな家庭を築いている人がいます。立場はそれぞれですが、共に支え
合い友情を育んできた仲間達と今こうして生まれ育った西原町で成人の日を迎えられることができてと
ても嬉しく思います。
みなさんは20年間を振り返り、何を感じますか。私が今感じることは今までに私に出逢ってくださっ

た多くの方々への感謝の気持ちです。今は、コロナ禍で先の見えない不安に駆られていますが、私た
ちならこの試練もきっと乗り越えていけるでしょう。
今日から晴れて大人の仲間入りをしますが、まだまだ未熟な私達です。どうかこれからも温かい目で

ご指導ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。

西原東中学校区

西原中学校区

コロナ禍で中止・延期が相次ぐ中、感染予防対策を徹底し、初めて野外での成人式を執り行いました。新成人は、

式典の開催を喜び、旧友との久しぶりの再会に笑顔があふれていました。

新成人代表決意表明では、新城日奈子さんと新垣隆太さんの言葉に参加者は襟を正し、新成人

として気持ち新たに晴れやかなスタートをきりました。

当日の写真は町HPにてご覧いただけます。

しんじょう　ひ　な　こ あらかきりゅうた

西原東中学校区
新城 日奈子さん
しんじょう ひ な こ

西原中学校区
新垣  隆太さん
あらかき りゅうた
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疼痛（88.3→83.8％）、疲労（65.4→58.7％）
頭痛（58.8→55.1％）

筋肉痛（58.1→49.1％）、関節痛（42.9→41.3％）
悪寒（44.3→35.3％）、リンパ節症（14.2→20.4％）

38度以上の発熱（15.5→6.6％）
腫脹・硬結（12.3→5.4％）
紅斑・発赤（8.7→4.8％）

疼痛（78.3→83.0％）、疲労（59.4→63.7％）

頭痛（54.0→48.4％）、筋肉痛（39.3→39.1％）
悪寒（37.8→29.1％）、関節痛（23.8→25.3％）

38度以上の発熱（16.4→8.7％）
腫脹（6.8→8.0％）、発赤（5.6→5.9％）
リンパ節症※（0.4→5.2％）

新型コロナワクチン接種についてお知らせ

☎ ０９８‒９１１‒９１７４　ＦＡＸ ０９８‒９４６‒６０８６
受付時間 ９：００～１２：００  １３：００～１７：００（土日休日除く）

【健康支援課新型コロナワクチン接種対応プロジェクトチーム】

集団接種

早くて令和4年3月以降に開始する見込みとなっています。対象者等については、国において審議中です。
詳細が決まり次第、ホームページにてお知らせいたします。

日　　程：２月２７日（日）　４００人
受付時間：８：４５～１１：１５
　　　　　（西原町役場庁舎内）
予　　約：２月８日（火）　９：００開始
※3回目予診票が届いている方が対象です。
※ワクチンはモデルナ社製を使用します。
※定員に達し次第、予約終了となります。

予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害（病気になったり障
害が残ったりすること）が起こることがあ
ります。コロナワクチンの予防接種の場
合でも予防接種法に基づく救済（医療費・
障害年金等）が受けられます。申請に必
要な手続きなどについては下記までご相
談ください。

※混雑時には電話がつながりにくいことが
あります。しばらく時間をおいてお試し
ください。

※下記の内容は１月18日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元に広報紙が届くまで
に変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原町ホームページでご確認ください。

医療機関

（☆）しらかわ内科
☎944－3550
（☆）とうま内科
☎946－3799

ハートライフクリニック

ゆいゆい内科クリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日

12月から3回目接種（追加接種）が始まりました。3回目の接種券は、2回目の接種を終えて8か月経過した方へ
順次発送していきます。現時点での対象者は、コロナワクチンを2回接種し、8か月以上経過した18歳以上の
方です。
西原町で使用するワクチンはファイザー社製とモデルナ社製です。
集団接種ではモデルナ社製を使用する予定です。個別接種では、医療機関によって使用するワクチンが異な
るのでご注意ください。

太田小児科医院

備　考

・2月から追加接種用のモデルナ社製ワクチンを使用する医療機関があります。
・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話するこ
とは控えてください。
ただし（☆）の医療機関は直接医療機関にお問い合わせください。
・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者
同伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・日は2/13のみ実施

・12～15歳の予約・接種
は受付していません。

・金は1・2回目の方のみ受付

・12～15歳は月・水のみ可能
・16～18歳の方も保護者同伴

医療機関へ
直接ご連絡してください。
医療機関へ
直接ご連絡してください。

※モデルナ社ワクチンを使
用しています。

※1・2回目接種の方は予
約できません。

5－11歳の接種について

3回目接種について

webなら
24時間予約可能

しんざと内科

ＳＡＫＵ整形クリニック

個別接種（Ｆ：ファイザー、Ｍ：モデルナ）

城間医院

Ｍ

Ｍ

Ｍ Ｍ

ＭＭ

Ｍ

Ｆ ＦＦ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＦＦ

Ｆ

ＦＦ

ＦＦＦ

ＦＦＦＦ

Ｆ Ｆ

Ｆ

ＦＦＦ

Ｍ

いちょう内科あしとみ
アドベンチスト
メディカルセンター

玄米クリニック

追加接種（3回目接種）前倒しについて
厚生労働省より、2回目接種終了から8か月以上の経過を待たずに3回目接種ができる旨の
方針が出されました。前倒しの対象者等は下記の通りです。
（1） 医療従事者、高齢者・障がい者施設の入所者（65歳以上）および従事者

２回目のワクチンを接種してから6か月以上経過後に接種可能
（2） 上記以外の65歳以上の方

令和4年2月以降、2回目のワクチンを接種してから6か月以上経過後に接種可能
（3） 64歳以下の方

令和4年3月以降、2回目のワクチン接種をしてから7か月以上経過後に接種可能

※追加接種に関する内容は、現在国から示された方針に基づいています。今後、国の動向
により変更となる可能性がありますのでご了承ください。

【予約方法】
web予約
https://jump.mrso.jp/473294

電話予約
０９８-９１１-９１７４

Ｑ 1・2回目と異なるワクチンを接種（交互接種）していいの？ 
Ａ  1・2回目と異なるワクチンを接種することは可能です。

効  果
1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、
3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/
モデルナ社ワクチン（※）を受けた場合のいずれにおい
ても、抗体価が十分上昇すると報告されています。
（※）武田/モデルナ社ワクチンは、３回目は50μg接種すること

になっていますが、本研究では100μg接種した結果が報
告されています。

２回目 ３回目１回目

モデルナ
モデルナ
ファイザー
ファイザー
モデルナ

10.2倍

20.0倍

モデルナ

ファイザーファイザー

11.5倍

31.7倍

Ｑ どんな効果があるの？
Ａ  追加接種を行わなかった場合と比較して、感染予防効果や重症化予防効果等を高める効果
があります。

Ｑ どんな副反応があるの？
Ａ  3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワク
チンを接種しても同様であったと報告されています。

追加接種に関するQ&A

  

出典：特例承認に係る報告書より

武田/モデルナ社（2回目→3回目接種後の症状）ファイザー社（2回目→3回目接種後の症状）発現割合

50％以上

10-50％

1-10％
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※広報紙に掲載する写真については、撮影時のみマスクを外しております。

イベント
フォトギャラリーわったー12月22日

（水）

12月17日
（金）

12月19日
（日）

12月16日
（木）

12月21日
（火）

上原白寿会
県大会3位入賞報告

坂田小学校　SDGS授業西原南小学校　福祉出前講座

東京パラリンピック選手と
ゴールボール体験会

西原船だまり清掃

ＪＩＣＡ海外協力隊

12月24日
（金）

第28回沖縄県老人グラウンドゴルフ大会が開催され、本町
の上原白寿会が3位入賞という素晴らしい成績を収めました。

本大会は地区大会上位25チームの参加する大会で、3位入
賞という好成績に選手の皆さんも笑顔を浮かべていました。

選手の稲
いな

福
ふく

恭
きょうすけ

助さんは「3位だったが、初めての入賞なので
嬉しく思います。健康を目的に始めたけれど、こうやって入賞
の報告ができるよう、今後も頑張っていきたいと思います。」
と語りました。

坂田小学校で(株)かねひで総合研究所主催のもと、SDGs
に関する出前授業が開催されました。児童たちはSDGsの考
え方や、持続可能な社会についてなど、様々なテーマをカー
ドゲームで楽しく学んでいました。また、SDGsに取り組む
琉球大学の学生を招き、昆虫食やコンポスト（生ごみを利用
した堆肥）など、それぞれの活動内容について実体験を交え
た授業が行われました。

児童からは、「限られた資源を大切にしないといけない」、「自
分たちの未来のために、今から気を付けていきたい」など、
環境問題を意識した言葉が多く聞かれました。

西原南小学校で、西
原町社会福祉協議会共
催のもと『ちょっと福祉
出前講座』が開催されま
した。講師にはパラリ
ンピック車いすマラソ
ン日本代表の喜

き
納
な

翼
つばさ

選
手（写真右）が招かれ、
車いすマラソン競技の

ことや目標や夢について語っていただきました。
参加した4年生から6年生までの児童は、喜納選手からの

質問に明るく答えながらも、終始真剣な面持ちで話に聞き
入っていました。児童を代表し、神

かみ
山
やま

美
み

愛
あ

さんは「喜納選手
は怪我でやりたいことができなくなってしまったけれど、
諦めず頑張ってきたからすごい選手になれたと感じました。
私もいろんなことを、頑張ればできると信じてチャレンジ
していきたい」と決意を述べました。

島尻青年会議所主催で、地元企業等の協力のもと、「地域
と創る子供の笑顔～ワクワク体験学習～」が西原南小学校で
開催されました。パラアスリートであり東京パラリンピッ
クゴールボール代表の田

た
口
ぐち

侑
ゆう

治
じ

選手が参加し、子供たちと
一緒に競技を楽しみました。

ゴールボールとは、3対3のチームに分かれ、目隠しをし
た選手が鈴の入ったボールをゴールに向かって投げ合い、得
点を競うパラスポーツです。視界を遮りボールを転がしあう
児童からは、ボールの位置を知らせるための声掛けや声援が
飛び交い、会場は大いに盛り上がりを見せていました。

ゴールボールを体験した山
やま

崎
さき

愛
あい

美
み

さんは「簡単なスポーツ
だと思っていたけれど、意外と難しくてびっくりしました。
周りとの声掛けが大切なスポーツで、コミュニケーション
の難しさ、大事さを感じました」と感想を述べました。

今回の夢の体験会は、以下の企業の皆様のご協力により、
実現することができました。
新中糖産業（株）、南西石油（株）、（有）西原農園、三善建設
（株）、西原自動車販売（株）、新丸（株）、比嘉産業（株）、（有）
サンユー設備、（有）豊政建設工業、（株）禅自動車サービス、
農業生産法人（株）島酒屋、（株）大成沖縄営業所、（株）南新物
産、ウォーターステーション首里中央店、（有）寿ランド

西原船だまり、あがりティーダ公園、東
あがりざき

崎公園の清掃を行
いました。シルバー人材センター、地域ボランティア、西原船
だまり会、町長をはじめとする役場職員等総勢150名あまりが
参加し、約1.4ｔのゴミを回収しました。

マーチングバンド部　全国大会金賞受賞
第49回マーチングバンド全国大会が埼玉県のさいたま

スーパーアリーナで開催され、西原高校が高校の部中編成
（55 ～ 90人）で2年ぶり、25度目の金賞を受賞しました。

本大会には30回目の出場となっており、部長の玉
たま

城
しろ

花
はな

さ
んは、「地域の応援があったから金賞を受賞できた。次は3月
の定期演奏会に向けて頑張りたい」と意気込みを語りました。
バレーボール新人大会でアベック優勝

沖縄県高等学校新人体育大会で、西原高校バレーボール
部が男女ともに優勝を勝ち取りました。男子バレー部キャ
プテン安

あ
仁
に

屋
や

光
こう

葉
よう

さんは、「西原町の皆さんの支援があって
優勝できた。全国大会ではベスト４を目指す。」と目標を語
り、女子バレー部キャプテン安

あ
里
さと

姫
ひめ

香
か

さんは、「来月の県大
会も頑張って、優勝旗を持ってきたい」と決意を語りました。

本町出身である喜
き

屋
ゃ

武
ん

彩
あや

花
か

さん
（写真中央）が、環境教育の隊員
として “ＪＩＣＡ海外協力隊三次派
遣”に参加することが決定しまし
た。派遣先はドミニカ共和国の
環境・リスク管理局となっており、
現地で2年間の活動に従事します。

喜屋武さんは派遣に際して、「沖縄に似通った点が多くある
ドミニカ共和国という島国で、現地の方々への支援活動がで
きることを嬉しく思います。帰国後には、環境保護活動で得
た経験や知識を使い、エコツーリズムの取り組みなどを行っ
ていきたいと考えています。」と意気込みを語りました。

1月 7日
（金）

西原高校　西原高校　大　活　躍　!大　活　躍　!
祝

『広報にしはら』600号
『広報にしはら』は昭和41年に創刊し、令和4年2月号で

節目の600号を迎えました。長い年月にわたり、
広報誌の発刊を続けることができたのは、
ひとえに地域の皆様のご協力のおかげです。

今後とも、皆さまに愛される地域の情報誌として、
役目を果たしてまいりますので、温かいご支援を

よろしくお願い致します。

西原町長　崎原　盛秀
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申告期間
（土日祝日を除く）

2/7（月）

～

2/15（火）

2/16（水）

～

3/15（火）

申告内容

学生
収入がない方

収入が年金・給与のみ
（午前50名・午後50名）

全員
（午前50名・午後50名）

令和4年度
町県民税兼国民健康保険税申告のお知らせ
令和3年1月1日から12月31日までの1年間の収入・所得・各種控除について、期限内に申告してください。

・発熱・倦怠感・咳・鼻水など風邪の症状がある場合は来庁をお控えく
ださい。
・当日37.5度以上の発熱がある場合や検温にご協力いただけない場合な
ど感染防止の観点から適切でないと判断した場合は申告ができません。
・会場ではマスクを常時着用し、手指の消毒・除菌をお願いします。
・密集を避けるため、受付人数を制限します。(午前50名・午後50名)
・密閉を避けるため、申告会場のドア・窓を開放します。
・接触時間を短くするため、必要書類（固定資産税納税通知書・領収書等）
がそろっていない場合は当日の申告受付ができません。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために皆様のご協力をお願いします

医療費控除の明細書や、営業・農業・漁業・不動産所得等の収支内訳書
が作成されていない場合は、作成後の受付になりますのでご了承ください。

事前に明細書・収支内訳書を作成してください

申告期間中の入院や出張等やむをえない理由がある場合をのぞき、下記
の期間は申告受付を停止します。期間内申告にご理解・ご協力をお願いし
ます。

期間後の申告受付を停止します

お問い合わせ

①前年中の収入を証明する書類（源泉徴収票・給与明細書・収支内訳書等、
障害年金や遺族年金受給者は受給がわかるもの。）
②生活保護を受けている方は「被保護証明書」
③営業・農業・漁業・不動産所得がある方は、収入や経費の確認ができ
る全ての書類　
④社会保険料・生命保険料・地震保険料等の支払証明書・控除証明書等
⑤障害者手帳・療育手帳・精神保健手帳・障害者控除対象者認定書等（障
害者控除を適用する場合）
⑥Ａ医療費控除の明細書・Ｂセルフメディケーション税制の明細書と健
康診査等の受診を証明できる書類（Ａ・Ｂどちらか選択）※医療費につい
ての詳細は、国税庁ホームページ「確定申告特集」をご覧ください。
⑦申告者名義の預金通帳や口座の確認ができるもの（所得税の還付に必要
です）
⑧税務署から確定申告のお知らせが届いている方はそのハガキ・書類
⑨マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと顔写真付きの身
分証明書

申告に必要なもの
申告期間

①職場で年末調整をしていない、または２か所以上の事業所から給与が
あり合算して年末調整をしていない
②収入が公的年金や給与のみだが、控除の追加や変更がある
③事業収入や不動産収入がある
④２つ以上の収入がある（事業と給与、年金と不動産、事業と給与と不動
産など）
⑤収入がなく誰の扶養にも入っていない

申告が必要な方
※税務署やe-TAXで確定申告する方は役場で申告の必要はありません

申告受付停止期間：３月16日（水）～５月31日（水）
西原町役場　総務部　税務課　町県民税係
☎098-945-4729

申告会場
町民交流センター会議室（役場庁舎内）

申告受付時間

※整理券は、午前・午後それぞれ50枚です。
※受付時間内でも受付人数が50名に達した時点
で配布を終了します。

※土日祝日は除きます。
体調不良や都合が合わない等で指定日に来庁
できない方が多いため、今年度から行政区の指
定日をなくします。申告期間内であれば、いつ
ご来庁いただいても大丈夫です。
最後の一週間は申告する方が集中し、大変混
雑します。２月下旬から３月上旬は例年比較的
空いていますので、この時期での申告をお願い
します。

確定申告はご自宅のパソコンやスマート
フォンからネットでできます。国税庁ホーム
ページ「令和3年分　確定申告特集」に詳しく
掲載されています。
感染リスク軽減のために、e-TAXをぜひ
ご利用ください。

確定申告はスマホ・パソコンでできます！

令和３年分確定申告

午前  8：10 ～ 10：30
（整理券配布は8:10から50名に達するまで）

午後 13：00 ～ 15：00
（整理券配布は13:00から50名に達するまで）

【お問い合わせ】福祉保険課賦課徴収係　☎098-911-9163

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免について

北那覇税務署から確定申告会場についてのお知らせ

世帯の主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険税が減免される場合があります。申請期限があります
のでご注意ください。
●対象となる世帯

１．主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病（※）を負った世帯
※新型コロナウイルス感染症の病状が重く、回復までに長期間要すると認められる場合

２．主たる生計維持者の事業収入等（事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入）の額が前年の当該収入金額
から10分の３以上の減少が見込まれる世帯
※なお、会社都合等の理由のより失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、非自発的失業による国民健康保険税軽
減が適用となる方は、本減免の対象となりません。

●対象となる保険税　令和３年４月１日から令和4年3月31日までの納期にかかる保険税
●申 請 期 限　令和４年３月15日まで

※納期限が令和4年3月31日となる保険税については令和4年3月31日まで申請方法や減免割合など詳細について
は、町ホームページでご確認、または下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ】北那覇税務署　☎098-877-1324

【お問い合わせ】健康支援課　介護支援係　☎098-945-4791
上記の認定書及び確認書の交付については申請が必要となります。詳細については、下記までお問い合わせください。

認定・証明書種類 対　象　者説　　　明

障害者認定控除

おむつ代医療費控除

確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける場合は、医
師の発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介
護認定を受けている方で要件を満たす場合は、町の交
付する確認書に代えることができます。
※交付手数料として1枚300円かかります。

障害者手帳の交付を受けていなくても、要介護認定を
受けている65歳以上の方は、所得税法上の障がい者
に該当する場合があります。所得税法上の障がい者に
該当する方には、申請により「障害者控除対象者認定
書」を交付します。当該認定書を添えて確定申告する
ことで、一定の金額の控除を受けることができます。
※交付手数料はかかりません。

下記をすべて満たす方
①おむつ代について医療費控除を受けるのが2年
目以降

②要介護認定を受けている
③介護保険の主治医意見書で日常生活自立度の判
定が一定基準であり、尿失禁の発生の可能性が
ありとなっている

下記をすべて満たす方
①65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている
②障害者手帳の交付を受けていない
③介護保険の認定調査票、主治医意見書で日常生
活自立度の判定が一定基準である

減
免
事
由

所得税や住民税の控除対象になる場合があります！65歳以上の介護保険
要介護認定者の方へ

○提出のみ
サンエーパルコシティ（オレンジゾーン５F）
設置期間：令和４年２月16日（水）～３月15日（火）
受付時間：午前９時～午後５時

○申告相談が必要な方
「浦添産業振興センター・結の街」
設置期間：令和４年２月１日（火）～３月15日（火）

※２月20日（日）・２月27日（日）以外の土日祝は開設なし
受付時間：午前9時～午後４時

混雑緩和のため、申告相談会場への入場には「入場整理
券」が必要です。「入場整理券」は、会場で当日配付です。
LINEを通じたオンライン事前発行も
できます。「入場整理券」の配付状況に
より、後日の来場をお願いする場合
がありますので、ご了承ください。
密を避けるために、ご自宅からスマ
ホ・パソコンでe-TAXをご利用くださ
い。

国税庁の確定申告
特集ページ
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各町村役場・沖縄県市町村総合事務組合

共済期間：令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日まで

2月1日
　　受け付け

ら
か

え？ まだ？ そろそろ、あなたも マイナンバーカード

【お問い合わせ】町民課　住民年金係　☎098-945-5012
【お問い合わせ】総務部生活環境安全課 ☎098-945-5018

ごみ処理手数料が改定されます。
南部広域行政組合が管理運営している東部環境美化セ
ンターでは、搬入ごみの増加により処理に係る経費も年々
増加していることから、経費負担軽減と増大するごみの
発生抑制を図るため、令和４年４月１日から事業系及び
直接搬入一般廃棄物処理手数料を10キログラムあたり
100円に改定します。
なお、収集運搬を許可業者に委託され
ている事業者の具体的な契約内容につい
ては、契約先の許可業者へご確認ください。
ご理解、ご協力よろしくお願いします。

マイナンバーカードは、①健康保険証　②新型コロナ
ウィルス感染症予防接種証明書　③確定申告（e－Tax）
等、いろいろなものに利用できます。
町民の３人に１人がマイナンバーカードを作っ

ています（令和４年１月２日時点）。
【申請件数】11,972件　【人口】35,577人
マイナンバーカードの交付申請から受け取りま

で約１ヶ月を要します。

マイナンバーカードの平日・日中の受け取りが難しい方
は、休日・夜間の窓口をご利用ください（要予約・先着順）。
受取時には本人確認書類等が必要です。

詳細は町ホームページをご覧ください。
【休日】２／５（土）・３／６（日）

９：00～ 13：00
【夜間】２／ 15（火）・17（木）

３／ 15（火）・17（木）
17：30～ 19：30

万が一交通事故に遭い、怪我し
た場合に治療実日数に応じて『見
舞金』が支給されます。

詳細は、広報２月号と合わせて
配布されるパンフレットや西原町
ホームページをご参照ください。

【お問い合わせ】
西原町教育委員会 教育総務課 学務係 ☎098-945-5039

申込先・
お問い合わせ 総務部 総務課 総務係 ☎098-945-5011【　　　】

【対象】西原町民　【定員】各講座10名
【場所】西原町役場　会議室

【申込み・お問い合わせ】西原町雇用サポートセンター
（産業観光課内） ☎098-945-4540

◆スキルアップ講座《14：00～15：30》
ワークライフバランスセミナー
しなやかなこころのためのヒント
中高年のためのパソコン入門講座

2月25日（金）
3月11日（金）
3月16日（水）

※事前申込みが必要です

※ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。 
申込みの際にご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響によりセミナー等が中止になる場合
がございますので西原町HP等でご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のためマスクの着用の上、参加お
願いします。

◆就職セミナー《14：00～16：00》

・就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策
までしっかりサポート！

・個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を
就職決定までサポートします。

2月7日（月）
3月2日（水）

就職セミナー　＋　個 別 相 談
※事前申込みが必要です

受講料無料
就活のための講座を開催！

500円で備えよう！～交通災害共済～

令和３年度 加入者数：５９４名（令和3年12月28日現在）

▲詳しくはこちら

【お問い合わせ】 健康支援課　保健予防係　☎098-945-4791

【お問い合わせ】  健康支援課　保健予防係(母子班)　☎098-945-4791

★
子
ど
も

乳児一般健診
1 歳 半 健 診
3 歳 児 健 診

事業名

★お子様の子育て、発達などで心配なことがありましたら、お電話または窓口にてお気軽に
ご相談ください。

保 健 カ レ ン ダ ー

新型コロナウイルス感染状況を考慮し、事業を行っています。
対象者には、原則２週間前までに案内通知やはがき、HPにてお知らせする予定です。
実施日や対象者など変更になる場合があり、保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしま
すが、ご理解、ご協力をお願いします。

乳児健診 1歳半・3歳児健診

血管は生活習慣の乱れにより、固く破れやすいゴムのような状態へと変化し、簡単に傷つきます。このよう
な血管の老化が動脈硬化と呼ばれるものです。傷ついた場所に血栓が作られ、痛みもなく静かに進行し心筋
梗塞、脳梗塞など大きな病気を引き起こします。血管を若く保つためには、生活習慣の見直しが必要になります。
「特定健診受診してないよ」という方、まだ間に合います！
今年度の特定健診は令和4年3月31日まで受診できます。年度末は健診受診者が多く、医療機関が混雑す

ることが予想されますので早めの受診をお願いします。

私はどれにあてはまる？見てみよう特定健診の結果！
特定健診でわかる！ 西原町の動脈硬化の危険度をランキング！

動脈硬化が「サイレントキラー（静かな殺し屋）」と呼ばれているのは知っていますか？

1位1位 2位2位 3位3位HbA1c 血　圧LDL
コレステロール

基準値：５.5％以下 基準値：120mg/dl未満 基準値：130/85mmHg未満

過去1～2か月の平均的な
血糖値の高さを示しています。

悪玉コレステロールとも
言われます。

高血圧は血管に強い圧力が
かかっている状態です。

健康だより

学校給食費の一部を免除します
（申請不要）

西原町教育委員会では、新型コロナウイルス感
染症拡大よる臨時休校等の影響を受けた町立幼稚
園・小中学校にお子様を通わせる保護者の負担軽
減を図るため、学校給食費の一部を免除します。
【対象者】町立幼稚園・小中学校に在籍する幼児・児童生
徒の保護者のうち、学校給食費の納付義務がある方

【免除範囲】 令和３年度２月・３月期分の学校給食費全額
【手続等】教育委員会にて対象者全員に対し処理を行うた
め申請等の手続きは不要です。
※口座振替の方は２月・３月期分の引き落とし期日に学
校給食費の引き落としを行いません。
※納付書にて支払いされている方は、お手元にある２月・
３月期分の納付書は使用しないよう、ご注意ください。
誤って支払いされた場合は、還付等の手続きを行います。

無料相談

相続・土地、建物
・会社の登記・法律相談

★相続のことなら安心しておまかせ下さい!

☎098-944-2582・　090-8291-4095

営業時間：月～土 8:30～18:00
※日・祝日及び時間外の対応も可
西原町棚原1丁目22番地25（ローソン棚原店うら）

P２台可

司法書士  慶田元　克次
けだもと かつじ

慶田元司法書士事務所
けだもと

←与那原 中城→

内間交差点小那覇交差点

ローソンココ

サンエー
西原シティ

250m

西原町字内間111-2
TEL.882-9155

お 見 積り調 査 無 料 ! !

台所・浴室・トイレ
水廻りのリフォーム

《西原町給水工事指定店》

水道管取替え工事

お気軽に
お電話下さい。
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令和3年12月31日現在
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令和3年度の定期監査報告書をホームページに掲
載していますのでご覧ください。(西原町ホームペー
ジトップページ→議会・行政について→監査)

農業者年金について

西原町農業委員会　☎（945）5281

沖縄県総務部管財課　☎098（866）2106

国民年金の第1号被保険者で60歳未満、年間60日以上農
業に従事している方は、だれでも加入できます。詳細は
農業者年金基金のホームページをご覧ください。

所有者不明土地とは、去る大戦によって土地関係の公
図公簿類が消失してしまった結果、所有者が不明になっ
ている土地をいいます。
終戦後、沖縄では土地所有権認定作業が行われました
が、何らかの事情により所有者不明となっている土地が、
現在県内27市町村に2,704筆（982,726㎡）あり、那覇
市・中城村・西原町・与那原町・粟国村の5市町村で沖縄
全体の約70％を占めています。
所有者不明土地は、所有者へ返還すべき県民の大切な
財産です。所有者不明土地の戦前の状況や所有者につな
がる情報をお持ちの方は、お気軽に相談ください。

農地を耕作以外の目的で使用（住宅・資材置場・駐車場など）
する場合、事前に農地法に基づく手続き（許可等）が必要です。
しかし、手続きがなされていない事例（下記参照）が多く見
受けられます。ご注意ください。
（事例）
・市街化区域内の農地に住宅を建築する場合
・住宅建築のため、隣の農地を借りて一時的に資材置場とし
て使用する場合

・公共事業を行うために、資材置場として使用する場合
「市街化区域」であっても、使用が「一時的」であっても、目的
が「公共事業」であっても農地法の手続きは必要です。
登記簿の地目や現況が「畑」または「農振農用地区域内」など
で転用を計画されている方は、下記までお問い合わせください。

農地転用をお考えの方へ

所有者不明の土地に心当たりありませんか？

法務局で，自筆の遺言書を保管する制度が始まりました。
法務局で遺言書を保管することにより，遺言書の紛失，改

ざん，相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。
また，相続人等は，遺言者の死亡後に，遺言者の自筆の遺言
書（写し）を証明書として受け取ることができます。
詳しくは，法務省ホームページ（「法務省　遺言
書保管制度」で検索）をご覧いただくか，那覇地方
法務局供託課（０９８－８５４－７９５４）にお問い
合わせください。
※注意点
法務局では，遺言の内容についての相談はお受け
できません。
遺言書の作成内容に不安がある方は，弁護士，司
法書士等の資格者に相談することをお勧めします。

自筆証書遺言書保管制度のご案内

人口：（男）17,878人　（女）17,699人　（男女計）35,577人　世帯数：15,226世帯

西原町監査委員事務局　☎（945）5122

定期監査報告書について 西原町監査委員 杉山忠司・長浜ひろみ

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

▲詳しくはこちら

西原町が発注する小規模な工事や修繕で、その内容が軽
易なもの（予定価格が130万円以下のもの）について、契約を
希望する方を登録し、町内業者の受注機会の拡大を図ること
が目的です。
①受付期間
令和4年2月21日（月）～3月25日（金）（郵送のみ受付）
上記期間内に書類が西原町に届くよう郵送をお願いします。
※新型コロナ感染拡大防止対策のため、今回のみ郵送にて
受け付けます。
②受付場所及び問い合わせ先
受付場所：西原町役場　2階　建設部土木課
　　　　　庶務係　☎098-945-4415
※西原町役場ＨＰにて提出要領ダウンロード可

令和3・4年度小規模工事等契約希望者
登録申請受付について

農　業　委　員　会　☎（945）5281 
JAおきなわ西原支店　☎（945）5225

▲法務省HP

遺言書ほかんガルー

寄付者
ＪＡおきなわ
うんたま市場生産者役員会
寄付物品　お米150袋（750㎏）
使い道　本町内のこどもの
　　　　居場所へ配布

いとかず  ひろあき

寄付者
有限会社  東部重機
（代表取締役　糸数 博昭）
寄付額　20万円
使い道　その他町長が必要
　　　　と認められる事業

あたたかいお心遣いに、
深く感謝申し上げます。

ふるさとづくり寄付金へ こどもの居場所へお米の寄付

愛 の 贈 り も の

（一財）自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業と
して実施している令和３年度コミュニティ助成事業（追加募
集）において、兼久自治会は公民館のテーブルやイス、音響
機材等を宝くじの助成金で整備しました。石嶺辰夫会長は「備
品の老朽化により行事運営に支障をきたしていましたが、今
回、備品を整備したことにより円滑な行事運営を行うことが
できるようになりました」と語り、「更なる活発的な活動に繋
げていきたい」と期待を述べました。

いしみねたつ お

1月4日～３月15日入会の方は
今年度の会費が無料！

60歳以上の方へお得な情報

 高齢者活躍人材確保育成事業  （公社）沖縄県シルバー人材センター連合

(公社）西原町シルバー人材センター
TEL（０９８）９４４－１６９９

入会キャンペーン実施中!!
株式
会社ふちかみ 沖縄支店

〒901-0502 沖縄県八重瀬町字大頓1302番地

TEL（０９８）９９８－９９５０

FAX（０９８）９９８－９９８８

外構
ちゅららペイント
～ 真 心 込 め て ～

ちゅらら工房 株式会社

士
築
建
級
二

士
能
技
装
塗
級
一

毎月 先着 5 名様
高圧洗浄
無料
高圧洗浄
無料

日頃の感謝を込めて

をご契約された方
外壁塗装・屋根防水工事

文化財
コラム去

る
一
二
月
一
日（
水
）、
本
町
で
活
動
し
て
い
る
歴
史
ガ
イ
ド
団
体
で
あ

る
ニ
シ
バ
ル
歴
史
の
会
の
創
立
一
〇
周
年
の
企
画
で
、
映
画
上
映
＆
講
演
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
上
映
さ
れ
た
映
画
は「
徐じ
ょ

葆ほ

光こ
う

が
見
た
琉
球
～
冊さ
っ

封ぽ
う

と
琉

球
～
」で
す
が
、
皆
さ
ん
は
徐
葆
光
を
ご
存
知
で
す
か
。

琉
球
王
国
で
は
、
王
が
代
わ
る
と
、
中
国
皇
帝
が
琉
球
国
中
山
王
を

任
命
す
る
、
冊
封
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
使
者
が
冊さ
っ

封ぽ
う

使し

で
あ
り
、

一
七
一
三
年
に
新
た
に
即
位
し
た
尚し
ょ
う
け
い
お
う

敬
王
の
冊
封
を
す
る
た
め
、
一
七
一
九

年
に
冊さ
っ

封ぽ
う

正せ
い

使し

で
あ
る
海か
い

宝ほ
う

と
共
に
冊さ
っ

封ぽ
う

副ふ
く

使し

と
し
て
、
琉
球
に
訪
れ
た
の

が
徐
葆
光
で
す
。

徐
葆
光
の
琉
球
で
の
滞
在
期
間
は
、
記
録
に
残
る
歴
代
冊
封
使
の
中
で

最
も
長
く
、
約
八
ヶ
月
に
わ
た
り
ま
す
。
そ
の
間
、
徐
葆
光
は
琉
球
の
様
々

な
制
度
儀
礼
や
日
常
生
活
な
ど
の
文
化
、
風
俗
習
慣
に
至
る
ま
で
多
く
を
見け
ん

聞ぶ
ん

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
中
国（
当
時
は
清
）へ
帰
国
後
、
報
告
書
と
し
て
、

『
中ち
ゅ
う
ざ
ん
で
ん
し
ん
ろ
く

山
伝
信
録
』を
記
し
ま
し
た
。
六
巻
に
渡
る
そ
の
記
録
は
、
当
時
、
中
国

だ
け
で
な
く
、
日
本
で
も
出
版
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
琉
球
に
関
す
る

知
識
を
広
く
伝
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
現
代
に
お
い
て
も
、
当
時
の
琉
球
の

様
子
が
分
か
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
尚
敬
王
は
、
そ
の
後
、
内う
ち

間ま

御う
ど
ぅ
ん殿
の
整
備
に
深
く
関
わ
っ
た
人

物
で
す
。
内
間
御
殿
の
整
備
は
、
一
六
○
○
年
代
後
半
に
尚
円
王
の
旧
宅
跡

に
神
殿（
東あ
が

江り
ー

御う
ど

殿ぅ
ん

）を
建
設
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
尚
敬
王
の
時
代
の

一
七
三
六
年
に
東
江
御
殿
の
囲
い
が
竹
垣
か
ら
石
垣
に
替
え
ら
れ
、
そ
の
敷

地
内
に
は
一
七
三
八
年
に
尚
敬
王
の
撰せ
ん

文ぶ
ん

に
よ
る
石
碑「
先せ
ん

王お
う

旧き
ゅ
う
た
く
ひ

宅
碑
」が
建

て
ら
れ
、
東
江
御
殿
の
本
門
に
は
、
尚
敬
王
自
筆
の「
致ち

和わ

」の
扁へ
ん

額が
く

が
掲
げ

ら
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
尚
敬
王
が
行
っ
た
内
間
御
殿
の
整
備
は
、
徐
葆
光
の

帰
国
後
の
話
で
す
。

徐
葆
光
が
西
原
と
直
接
関
わ
り
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
す
。
し
か
し
少
な

く
と
も
、
西
原
に
ゆ
か
り
の
あ
る
尚
敬
王
に
徐
葆
光
が
関
係
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
内
間
御
殿
を
通
し
て
徐
葆
光
の
存
在
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
そ
う
で
す
。

※
参
考
文
献
：
沖
縄
大
百
科
事
典
／
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社　
冊
封
使
―
中
国
皇

帝
の
使
者
―
／
沖
縄
県
立
博
物
館
友
の
会

徐
葆
光
と
尚
敬
王

　
お
問
い
合
わ
せ　
文
化
課　
文
化
財
係　
☎
９
４
４
―
４
９
９
８

令
和
三
年
十
二
月
一

日
（
水
）
、
本
町
の
歴
史

ガ
イ
ド
団
体
で
あ
る
ニ
シ

バ
ル
歴
史
の
会
の
「
創
立

十
周
年
記
念
映
画
上
映

＆
講
演
会
」
が
さ
わ
ふ
じ

未
来
ホ
ー
ル
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
映
画
の
タ

イ
ト
ル
は
「
徐じ

ょ

葆ほ

光こ
う

の
見

た
琉
球
～
冊さ

っ

封ぽ
う

と
琉
球

～
」
。
講
演
会
講
師
に
は

映
画
の
総
合
監
修
を
務

め
た
鄔う

揚や
ん

華ふ
ぁ

さ
ん
を
お

招
き
し
ま
し
た
。
約
百
名
の
参
加
者
は
、

一
七
一
九
年
に
冊
封
副
使
と
し
て
琉
球

を
訪
れ
た
徐
葆
光
が
見
た
当
時
の
琉
球

の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
鑑
賞
し
た

あ
と
、
映
画
製
作
の
裏
話
や
、
徐
葆

光
が
詠
ん
だ
琉
球
の
花
に
関
す
る
漢
詩

等
、
笑
い
も
交
え
な
が
ら
の
楽
し
く
興

味
深
い
講
演
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

会
の
創
立
十
周
年
に
あ
た
り
、
石
垣

盛
康
会
長
は
、
「こ
れ
か
ら
も
、
西
原
町

の
活
性
化
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
」と
挨
拶

で
述
べ
て
い

ま
し
た
。

徐
葆
光
に

つ
い
て
は
、

下
記
の
文
化

財
コ
ラ
ム
で

も
紹
介
し
て

い
ま
す
。

ニシバル歴史の会創立10周年
記念映画上映 ＆ 講演会
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生涯学習のマスコット
「マナビィ」令和4年2月1日

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　

福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談

障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談

法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）

司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　  

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談
　

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
事前予約　☎945-3651　 FAX946-6777

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  
相 談 員　與那嶺 等、 島袋和徳、 呉屋勝司、奥濱幸子 
　　　　　　　　　
 　平良 明、 安田純子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

よ  な みねひとし しまぶくろかずのり ご   や  かつ じ おくはま さちこ

たいら あきら やすだ じゅんこ

新型コロナウイルス感染症対策にも安心便利で確実な口座振替をオススメします！

納め忘れにご注意！

児童館情報は
ここでチェック！

310
No.

ホームページ フェイスブック ツイッター 子育てガイド

西
原
町

（４期）
（８期）
（８期）
（８期）
（１月分）
（２月分）

固 定 資 産 税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介 護 保 険 料
学 校 給 食 費
保 育 所 保 育 料

種　目 納期限 口座振替日

２月15日（火）

２月28日（月）

２月28日（月）

２月25日（金）

２月10日（木）
２月10日（木）

２月28日（月）

去る12月23日（木）にイオン琉球マックスバリュ坂田店とサ
ンエー西原シティ店で赤十字奉仕団によるNHK海外たすけあい
街頭募金を実施しました。温かいお気持ちをお寄せいただきあ
りがとうございます。集まった寄付金は、日本赤十字社を通じ
て、さまざまな人道的活動にあてられます。

西原町赤十字奉仕団NHK海外たすけあい街頭募金について（お礼）

【お問い合わせ】西原町立図書館  ☎098-944-4996

【児　童】
・たいくつな日曜日
・小学生のためのスケートボード

【地　域】
・うちにゃ
・イリオモテヤマネコ“生きた化石動物“の謎

【一　般】
・日本の建国史
・ピンクのチョコレート

★２月のおすすめ本

★空調工事の竣工に伴い、２月１日(火)から開館します。
※臨時休館中の予約貸出サービスを終了し、通常の予約貸出サービスに戻ります。
※17日(第３木曜日)の開館時間は、12時～ 17時までです。

★全沖縄青少年読書感想文・画コンクール  ～西原町児童生徒入賞作品展～  ２月１日(火）～２月16日(水)
★２月の休館日
７日(月)、１１日(金)、１４日(月)、２１日(月)、２３日(水)、２８日(月)

ご協力：サンエー西原シティ店 ご協力：イオン琉球マックスバリュ坂田店

混成
チーム
（5ｋｍ）

西
　原
　町

玉城　佑己
19:42

前田　光真
(2)16：46

東江　那津
(1)9：05★

香西　美紀子
(1)9：23★

古見　仁也
(3)18：18

佐藤　昇太郎
(2)17：17

神谷　秋寿
(1)17：11★

西川 朋秀
(1)15：33★

★は区間賞

1区（5ｋｍ）

5区（3ｋｍ）

2区（3ｋｍ）

6区（5ｋｍ）

3区（5ｋｍ）

7区（5ｋｍ）

4区（5ｋｍ）

仲地　雄輝
18:10

天久　久志
19:39

長嶺　瞬
18:24

徳島　聖
18:03

１５年振りの優勝!
「第４１回中頭郡駅伝競走大会」が令和３年12月19日(日)に読谷村残波岬公園で開催
されました。６町村＋混成３チームの計９チームの選手が出場し、襷を繋ぎました。 
西原町は１５年振りの優勝、４区間で区間賞を獲得しました！！

2022年3月に延期していた西原町新春マラソン大会は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、中止とさせていただくことになりました。
本大会を楽しみにされていた方々には大変申し訳ございませんが、ご理

解ご了承のほどよろしくお願いいたします。

公民館ってどんなところ？公民館は広く町民のみなさんに
活用してもらうところです。

活動風景は広報にしはら3月号に掲載予定
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★講　座★

令和３年度開催講座

・文教大学・高齢者向け筋トレ教室

（コロナのため中止）

・スマホの使い方

・恩納村・読谷村歌碑巡り

・豆腐つくり講座

・お正月生花講座

コロナで延期、3月開催予定

・韓国料理講座
・だし講座３月予定

見学・体
験は

自由で
す。

※新型コロナウイルス感染状況により、開館日および企画展等が変更になる場合があります。
※最新の情報は、図書館ホームページまたはお電話にてご連絡ください。

西原町新春マラソン大会（2022年3月）
の中止について

【お問い合わせ】
西原町民体育館　☎098-945-8095

★一般貸館★
・施設利用料（1時間につき）

公民館の規定に沿っていれば

個人でも団体でも

利用可能です。

ホール　1,000円～（町内）
1,300円～（町外）

諸　室　　500円～（町内）
　600円～（町外）

図書館からのおしらせ

相続・遺言の相談は無料です！

司法書士法人司法書士法人
きゃん事務所
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【お問い合わせ】
臨時特別給付金プロジェクトチーム
　　　　　　☎970-8433（2月7日（月）から開設）
福祉保険課　☎911-9163

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

【お問い合わせ】
福祉部こども課　子育て支援係　☎945-5311

令和４年４月診療分から、通院の対象年齢と、窓口無料化
（現物給付）の対象年齢をどちらも「中学３年生」まで引き上
げます！

以下の条件に該当する場合は手続が必要です！
■入院のみ対象だったから、こども医療の受給者証を作っ
ていない
■受給者証は持っているけど、記載されている保険情報が
古い
※受給者証に記載されている情報と、健康保険証の情報が
一致しない場合、利用ができません。
下記のものを揃えてこども課窓口にて、登録・変更手続を
行ってください。
①お子様の健康保険証
②保護者名義の通帳またはキャッシュカード
【※金融機関、支店名（店番号）、口座番号、名義（カナ）
が分かるもの】
令和４年の3月末ごろには、新しい受給者証を発送いたし

ますので、お早めに手続をお済ませください。
現物給付の利用方法については、西原町ホーム

ページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税
世帯等に対して、１世帯当たり10万円の現金給付を予定しています。
手続き方法などの詳細については、随時、町ホームページ等でお知らせします。

【給付額】１世帯あたり１０万円
【対象となる世帯】
①住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で西原町に住民登録があり、
かつ世帯全員の令和３年分の住民税均等割が非課税で
ある世帯
②家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、世帯全員
の令和３年１月以降の収入が減少し『住民税非課税相
当』の収入となった世帯

※なお、①、②いずれも、住民税均等割が課税されている者
の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

【申請方法】
①の世帯→支給対象と思われる世帯に確認書等を送付し
ます。（2月中に発送予定）氏名・口座の情報などに変
更が無いか、ご確認の上で確認書を返送してください。
②の世帯→申請が必要です
2月7日（月）から窓口で配布予定

【申請期限】
①の世帯→町が確認書等を送付してから３か月程度
②の世帯→令和４年９月30日（金）まで

【申請場所】 町民ギャラリー（西原町役場内）
【受付時間】 9:00～11:30　13:30～16:30
【給付方法】 原則、口座振込となります
【制度についてのお問い合わせ】
内閣府コールセンター　　　
電話番号：０１２０－５２６－１４５  
受付時間：午前９時から午後８時（土日祝は休み）
※詐欺被害にご注意ください！
　不審な電話や郵便物等については、消費生活センター
や警察署などにご連絡ください。

※この給付金は子育て世帯への給付金になります。
申請期限：令和４年３月15日（火）（※当日消印有効）
１．支給対象者（支給要件）
■令和３年度住民税（均等割）が非課税の方　

　　　　　　　　　　または
■令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相
当の収入となった方
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く

２．対象児童
令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場
合、20歳未満）
（※令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。）
３．支給額
対象児童1人につき、５万円です。（1回のみ）

４．申請が必要な方・申請方法
①高校生のみ養育している方
②収入が急変した方
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要書類を添付してこども課窓口に直接、ま
たは郵送でご提出ください。
詳細は西原町ホームページを確認してください。給付
金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認
して指定口座に振り込みます。

【送付先】
〒903-0220 西原町字与那城140-1　西原町こども課 宛
【お問い合わせ】
西原町福祉部  こども課  子育て支援係
☎098-945-5311

こども医療費助成の対象年齢の拡充について
～令和4年4月時点で新中学3年生以下のお子様がいる保護者様へ～

令和３年３月31日
診療分まで
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「子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の
詐取”にご注意ください。
不審な電話や郵便があった場合は、西原町こども課や最寄りの警
察署、または警察相談専用電話（＃９１１０）にご連絡ください。

申請期限間近
！

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内


